
令和３（2021）年度第２回宇都宮地域医療構想調整会議次第 

 

日時 令和３（2021）年８月 20日（金） 

19時 00分から 

開催 WEB開催（栃木県庁本館６階会議室１） 

                    ※一部非公開 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

（１） 今年度の地域医療構想の進め方について【資料１】 

（２） 外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用等について【資料２】 

（３） 令和２（2020）年度病床機能報告結果〔速報値〕について【資料３】 

（４） 回復期への病床機能の転換について【資料４】※以降非公開 

（５） 新型コロナウイルス感染症への対応について【資料５】 

 

３ 報 告 

（１） 医療法の改正に伴う対応等について【資料６】 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 



日時：令和３（2021）年８月20日（金）

　　　  19時00分～

場所：栃木県庁本館６階大会議室１
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10 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 病院長 尾澤　巖

11 宇都宮記念病院 院長 山本　雅一
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(R4.1～)

12 藤井脳神経外科病院 理事長 藤井　卓

13 皆藤病院 院長 菊池　信子

14 根本外科胃腸科医院 理事長 根本　猛彦

15 一般社団法人栃木県老人福祉施設協議会 理事 沼尾　成美

16 一般社団法人栃木県老人保健施設協会 理事 藤沼　澄夫

17 栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会 会員 佐藤　亜紀子
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22 栃木銀行健康保険組合 常務理事 安蘇谷　秀夫

23 宇都宮市保健福祉部高齢福祉課 主幹（介護保険担当） 増渕　和典
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宇都宮地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 

 （設 置） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の１４の規定に基づき、宇都

宮地域の医療提供体制を確保することを目的に、地域医療構想の実現に向けた協議

等を行うため、「宇都宮地域医療構想調整会議」（以下「調整会議」という。）を

設置する。 

 

 （協議事項） 

第２条 調整会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 地域医療構想に掲げる将来の目指すべき医療提供体制の協議等に関する事項 

(2) その他必要な事項 

 

 （組 織） 

第３条 調整会議は、委員２５名以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から栃木県保健福祉部長が委嘱する。 

 (1) 地域の医療関係団体等の代表 

 (2) 地域の介護福祉関係団体等の代表 

(3) 住民の代表 

(4) 宇都宮市保健所の代表 

(5) 学識経験者 

 (6) その他地域の関係機関・団体の代表 

 

（任 期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

 （議 長） 

第５条 調整会議に議長を置く。 

２ 議長は、委員の互選により選出し、調整会議の進行にあたる。 

 

 （会 議） 

第６条 調整会議の会議は、栃木県保健福祉部医療政策課長が招集する。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、調整会議に委員以外の者の出席を求めて意 

見を聴くことができる。 

 

 （部 会） 

第７条 議長は、必要に応じて部会を設置することができる。 

 

 （事務局） 

第８条 調整会議の事務局は、栃木県保健福祉部医療政策課に置く。 

２ 調整会議の庶務は、栃木県保健福祉部医療政策課及び宇都宮市保健所が共同で行 

う。 



 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、栃木県

保健福祉部医療政策課長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月５日から実施する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成３０年８月１日から実施する。 



令和３（2021）年度
地域医療構想の進め方について

医療政策課

令 和 ３ 年 度 第 ２ 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ８ 月 ２ ０ 日

資料１



地域医療構想調整会議

地域医療構想の実現に向けた推進体制

・医療関係者、介護関係者、市町等
・年２回程度開催
・将来目指すべき医療提供体制の検討、協議
・地域医療介護総合確保基金事業の提案や実
施への提言 等

栃木県医療介護総合確保推進
協議会

・医療関係者、介護関係者、市町等
・年２回程度開催
・将来目指すべき医療提供体制の検討、協議
・地域医療介護総合確保基金に係る計画の策
定及び進捗管理 等

・調整会議＋介護療養病床を有する病院、
診療所等＋市町（介護保険事業担当課）
・年１回程度開催
・地域での慢性期の療養等に関する、在宅
医療の資源確保や医療・介護連携体制の構
築・将来の医療需要に対応するサービスご
との整備目標・見込み量について、達成状
況の共有

医療・介護の体制整備に係
る協議の場

病院及び有床診療所会議
（部会扱い）

・全ての病院及び有床診療所
・年２回程度開催
・従来の病院等情報交換会の機能を見直し、
合意・承認の機能を有する会議として、より
個別具体的な協議の実施

連携

報告 助言
助言報告

地域医療構想調整会議（県）

・調整会議議長、県医師会長、県病院協会、
県保険者協議会、調整会議議長を除く郡市医
師会の代表、（議題に応じた参加者）
・年２回程度開催
・調整会議における県の方針、協議の優先度
の決定 等

情報共有

1



県全体 各構想区域

5月 第１回 地域医療構想調整会議

6月

7月 第１回 医療介護総合確保基金協議会

8月 第２回 地域医療構想調整会議（本日）

9月

10月

11月

12月

1月

2月 医療データ活用セミナー

3月
栃木県地域医療構想調整会議

第２回 医療介護総合確保基金協議会

地域医療構想調整会議等スケジュール

第１回 病院・有床診療所会議

第３回 地域医療構想調整会議
＋

第１回 医療・介護の体制整備に係る協議の場

2



会議名等 主な議題等（予定）

第２回 調整会議

令和3年８月20日（本日）
WEB会議形式

【議題】
• 今年度の地域医療構想の進め方について
• 外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用について
• 新型コロナウイルス感染症への対応に係る協議について
• 病床機能再編支援事業費給付金の活用について

【情報提供】
• 令和２(2020)年度病床機能報告結果[速報値]について
• 医療法の改正に伴う対応等について

第３回 調整会議

令和3年10月～12月
※開催形式は感染状況により検討

【議題】
• DPCデータ等を活用した診療科や分野ごとの機能分担について
（「具体的対応方針の再検証」に係る協議を見据えた検討）
• 新型コロナウイルス感染症への対応に係る協議について

第１回 病院・有床診療所会議

令和４年２月～３月
※開催形式は感染状況により検討

【議題】
• 公的・公立2025プラン並びに意向調査及び役割調査結果について
• 非稼働病棟に係る意向確認等について
• 新型コロナウイルス感染症への対応に係る協議について

地域医療構想調整会議等の議題等（予定）

※ 医療機能分化・連携支援事業費補助金・外来医療計画の共同利用計画書の協議等については、医療機関等からの

申請があった場合に議題とする。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、時期や議題については、変更となる可能性がある。 3



参考：国における検討状況について
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外来医療計画に係る医療設備・
機器等の効率的な活用について

医療政策課

令 和 ３ 年 度 第 ２ 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ８ 月 ２ ０ 日

資料２



1

外来医療計画に係る医療設備・機器等の効率的な活用について

【外来医療計画の共同利用方針】
医療機関が対象とする医療機器（※）を購入する場合は、当該医療機器の共同利用

に係る計画を作成し、地域医療構想調整会議において確認を行う。
共同利用を行わない場合については、その理由について、地域医療構想調整会議で

確認することとします。

※：対象となる医療機器
① CT：マルチスライスCT（64列以上、16列以上64列未満、16列未満）その他CT
② MRI：３テスラ以上、1.5テスラ以上３テスラ未満、1.5テスラ未満
③ PET：PET、PETCT、PETMRI
④ 放射線治療：ガンマナイフ、リニアック
⑤ マンモグラフィー

 「医療機器の効率的な活用に係る取組の推進について（令和３年４月12日付け厚生労働省医政局
地域医療計画課事務連絡）」が発出され、共同利用計画の作成、医療機器の効率的な活用につい
て再周知の要請が行われた。

 昨年度は新型コロナウイルス感染症の感染状況等を鑑み、協議ができなかったが、昨年度医療機
関から提出があった「共同利用計画書」については今年度とりまとめの上、第２回宇都宮地域医
療構想調整会議において確認を行う。

※ 今後、医療機能情報提供制度等を活用しながら、医療機器の配置状況等について、状況に応じて
情報提供を行っていく。



2

医療機器の効率的な活用に係る取組の推進について（抄）
（令和３年４月12日付け厚生労働省医政局地域医療計画課事務連絡）

１ 医療機器の効率的な活用に係る趣旨・内容の再周知について
• 今後、中長期的に医療機器の共同利用に向けた取組を着実に推進していく観点から、外来医療計画管内市町村

（特別区を含む。）を始め、関係団体、医療機関等に対し、共同利用計画の作成等、医療機器の効率的な活用に
係る趣旨・内容について、再周知いただきたい。

• 新型コロナウイルス感染症の影響により協議の場を対面形式で開催することが困難な場合等においては、オンラ
インや書面での開催等とし、また、医療機関が新型コロナウイルス感染症対応のため早急に医療機器を導入する
必要がある場合は、当該医療機関による共同利用計画の作成及び協議の場での確認を事後的に行う取扱いとする
など、柔軟に対応いただくようお願いする。

２ 医療機器の更新（入替え）やリース契約により医療機器を設置した場合の数
• ガイドラインにおいては、医療機関が医療機器を購入する場合は、共同利用計画を作成することとしている中、

医療機器の更新（入替え）やリース契約により医療機器を設置した場合の取扱いに関する照会をいただいていま
すが、医療機器の更新（入替え）やリース契約により医療機器を設置した場合についても、共同利用計画の作成
を要する場合に該当するものと解しておりますので、併せて周知いただきたい。

0 はじめに
• ガイドラインにおいては、医療機関が医療機器を購入する場合は、当該医療機器の共同利用に係る計画（以下

「共同利用計画」という。）を作成し、医療機器の協議の場において確認を行うこととし、共同利用を行わない
場合については、その理由について協議の場で確認することとしている。

３ 医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度について
• 医療保健業の用に供する超電導磁石式全身用ＭＲ装置、永久磁石式全身用ＭＲ装置、全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

（４列未満を除く。）及び人体回転型全身用Ｘ線ＣＴ診断装置（４列未満を除く。）を購入する医療機関におい
ては、別添「「地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」の一部改正について」
（令和３年３月 31 日付け医政発 0331 第３号医政局長通知）のとおり、医療用機器の効率的な配置の促進に向
けた特別償却制度が利用可能な場合があるため併せて周知をお願いする。
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医療機関名 医療機器等 台数 共同利用 共同利用の相手方 共同利用不可の理由

1 宇都宮記念病院 CT マルチスライスCT 64列以上 1 可 近隣医療機関 ー

2
第2宇都宮リハビリ
テーション病院

CT マルチスライスCT 16列未満 1 可 近隣医療機関 ー

3 済生会宇都宮病院

CT マルチスライスCT 64列以上 2 可 近隣医療機関 ー

MRI 3テスラ以上 1 可 近隣医療機関 ー

4 NHO宇都宮病院 CT マルチスライスCT 64列以上 1 可 近隣医療機関 ー

5 NHO栃木医療センター CT マルチスライスCT 64列以上 1 可 近隣医療機関 ー

6 栃木県立がんセンター CT マルチスライスCT 64列以上 1 可 近隣医療機関 ー

医療機関名 医療機器等 台数 共同利用 共同利用の相手方 共同利用不可の理由

1
倉持整形外科・皮膚科

美容皮膚科
CT マルチスライスCT

16列以上
64列未満

1 可 倉持病院 ―

2
宇都宮整形外科内科ク

リニック
CT マルチスライスCT

16列以上
64列未満

1 不可 ―
共同利用を行う機会が

ない為

１．病院

２．診療所

【宇都宮】医療機器等共同利用計画書の提出状況（R2年度～R3年度7月末日）



令和２年度病床機能報告制度の結果について

• 病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、地域にお
ける医療機能の分化・連携を進めることを目的に、医療法第30条の13の規定に基づき実施されている制度
です。

• 各医療機関は、その有する病床が主に担っている医療機能を自主的に選択し、病棟単位でその医療機能
について毎年1回、都道府県に報告することを求められています。

【栃木県における病床機能報告の活用】

目指すべき医療提供体制の実現に向け、地域医療構想調整会議において各圏域の報告状況
を共有し、次の取組の推進を図っています。

○ 病床機能の「見える化」による、地域で不足している病床機能への転換の促進

○ 各医療機関の役割分担、医療機関間の連携強化

区分
高 度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟
介 護
移 行

計

2020年 3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142

2025年 3,073 7,777 2,359 3,972 194 244 17,619

必要病床数
（2025年） 1,728 5,385 5,179 3,166 15,458

令和２年度病床機能報告（県全体・速報値） （単位：床）

資料３



１．調査時期   　： 　医療政策課

２．提出率

３．結果概要
(1)　県全体 　(注) 栃木県地域医療構想において推計された2025年における必要病床数とは別に各医療機関が2025年に見込まれる病床数を報告したもの。

(注)
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 介護移行 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 介護移行 計

3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142 3,073 7,777 2,359 3,972 194 244 17,619 ▲ 41 ▲ 5 634 ▲ 175 ▲ 180 244 477

18.2% 45.4% 10.1% 24.2% 2.2% - 17.4% 44.1% 13.4% 22.5% 1.1% 1.4% - -0.7% -1.3% 3.3% -1.6% -1.1% 1.4% -

うち 3,114 6,931 1,485 3,959 216 15,705 3,073 6,960 2,117 3,781 50 190 16,171 ▲ 41 29 632 ▲ 178 ▲ 166 190 466

病院 19.8% 44.1% 9.5% 25.2% 1.4% - 19.0% 43.0% 13.1% 23.4% 0.3% 1.2% - -0.8% -1.1% 3.6% -1.8% -1.1% 1.2% -

うち 0 851 240 188 158 1,437 0 817 242 191 144 54 1,448 0 ▲ 34 2 3 ▲ 14 54 11

診療所 0.0% 59.2% 16.7% 13.1% 11.0% - 0.0% 56.4% 16.7% 13.2% 9.9% 3.7% - 0.0% -2.8% 0.0% 0.1% -1.1% 3.7% -

(2)　二次保健医療圏

(注)
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 介護移行 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 介護移行 計

424 1,430 321 815 14 3,004 424 1,326 491 669 88 2,998 0 ▲ 104 170 ▲ 146 ▲ 14 88 ▲ 6

14.1% 47.6% 10.7% 27.1% 0.5% - 14.1% 44.2% 16.4% 22.3% 0.0% 2.9% - 0.0% -3.4% 5.7% -4.8% -0.5% 2.9% -

139 826 102 408 38 1,513 139 807 106 388 19 54 1,513 0 ▲ 19 4 ▲ 20 ▲ 19 54 0

9.2% 54.6% 6.7% 27.0% 2.5% - 9.2% 53.3% 7.0% 25.6% 1.3% 3.6% - 0.0% -1.3% 0.3% -1.3% -1.3% 3.6% -

499 2,084 486 1,399 115 4,583 503 2,182 776 1,287 47 102 4,897 4 98 290 ▲ 112 ▲ 68 102 314

10.9% 45.5% 10.6% 30.5% 2.5% - 10.3% 44.6% 15.8% 26.3% 1.0% 2.1% - -0.6% -0.9% 5.2% -4.2% -1.5% 2.1% -

47 491 59 166 44 807 47 503 78 206 47 881 0 12 19 40 3 0 74

5.8% 60.8% 7.3% 20.6% 5.5% - 5.3% 57.1% 8.9% 23.4% 5.3% 0.0% - -0.5% -3.7% 1.5% 2.8% -0.1% 0.0% -

1,964 1,638 517 644 43 4,806 1,919 1,656 641 663 27 4,906 ▲ 45 18 124 19 ▲ 16 0 100

40.9% 34.1% 10.8% 13.4% 0.9% - 39.1% 33.8% 13.1% 13.5% 0.6% 0.0% - -1.8% -0.3% 2.3% 0.1% -0.3% 0.0% -

41 1,313 240 715 120 2,429 41 1,303 267 759 54 0 2,424 0 ▲ 10 27 44 ▲ 66 0 ▲ 5

1.7% 54.1% 9.9% 29.4% 4.9% - 1.7% 53.8% 11.0% 31.3% 2.2% 0.0% - 0.0% -0.3% 1.1% 1.9% -2.7% 0.0% -

3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142 3,073 7,777 2,359 3,972 194 244 17,619 ▲ 41 ▲ 5 634 ▲ 175 ▲ 180 244 477

18.2% 45.4% 10.1% 24.2% 2.2% - 17.4% 44.1% 13.4% 22.5% 1.1% 1.4% - -0.7% -1.3% 3.3% -1.6% -1.1% 1.4% -

●医療機関別の結果については、栃木県ホームページに掲載します。

両毛

計

県北

県西

宇都宮

県東

県南

区分

区分

2025年－2020年

2025年－2020年

(報告病床数)

(報告病床数)

全体

2020 年

2020 年

令和2（2020）年度病床機能報告 集計結果の概要（速報版）

 □病床機能報告とは
　１　地域における病床機能の分化・連携の推進のため、一般病床又は療養病床を有
　　する病院又は診療所が、
　　①その有する一般病床・療養病床において担っている医療機能の現状と今後の
　　　方向性を選択し、
　　②病棟単位で構造設備、人員配置等に関する項目及び具体的な医療の内容に関
　　　する項目を都道府県に報告するもの。
　２　都道府県知事は、報告された事項を公表しなければならない。

区分 医療機能・構造設備/人員配置 具体的な医療の内容

病院＋診療所
100.0%

(186/186)

診療所
100.0%

病院

令和2（2020）年10月 令和3(2021)年8月

（未実施）

（未実施）

（未実施）

100.0%

2025 年

2025 年

(86/86)

(100/100)



４．2025年における必要病床数との比較
(1) 2020年－2025年における必要病床数

※

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計
県北 424 1,430 321 815 14 3,004 232 830 922 501 0 2,485 192 600 ▲ 601 314 14 519
県西 139 826 102 408 38 1,513 105 459 358 272 0 1,194 34 367 ▲ 256 136 38 319
宇都宮 499 2,084 486 1,399 115 4,583 437 1,457 1,363 1,167 0 4,424 62 627 ▲ 877 232 115 159
県東 47 491 59 166 44 807 61 271 200 154 0 686 ▲ 14 220 ▲ 141 12 44 121
県南 1,964 1,638 517 644 43 4,806 687 1,735 1,762 573 0 4,757 1,277 ▲ 97 ▲ 1,245 71 43 49
両毛 41 1,313 240 715 120 2,429 206 633 574 499 0 1,912 ▲ 165 680 ▲ 334 216 120 517
計 3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142 1,728 5,385 5,179 3,166 0 15,458 1,386 2,397 ▲ 3,454 981 374 1,684

※栃木県地域医療構想において推計された将来の病床数の必要量

(2) 2025年報告病床数－2025年における必要病床数
※

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計
県北 424 1,326 491 669 88 2,998 232 830 922 501 0 2,485 192 496 ▲ 431 168 88 513
県西 139 807 106 388 73 1,513 105 459 358 272 0 1,194 34 348 ▲ 252 116 73 319
宇都宮 503 2,182 776 1,287 149 4,897 437 1,457 1,363 1,167 0 4,424 66 725 ▲ 587 120 149 473
県東 47 503 78 206 47 881 61 271 200 154 0 686 ▲ 14 232 ▲ 122 52 47 195
県南 1,919 1,656 641 663 27 4,906 687 1,735 1,762 573 0 4,757 1,232 ▲ 79 ▲ 1,121 90 27 149
両毛 41 1,303 267 759 54 2,424 206 633 574 499 0 1,912 ▲ 165 670 ▲ 307 260 54 512
計 3,073 7,777 2,359 3,972 438 17,619 1,728 5,385 5,179 3,166 0 15,458 1,345 2,392 ▲ 2,820 806 438 2,161

５．前年度比較

(1)　県全体

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計
全体 2,941 7,954 1,705 4,369 472 17,441 3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142 173 ▲ 172 20 ▲ 222 ▲ 98 ▲ 299

16.9% 45.6% 9.8% 25.1% 2.7% - 18.2% 45.4% 10.1% 24.2% 2.2% - 1.3% -0.2% 0.3% -0.9% -0.5% -
うち 2,941 6,999 1,515 4,219 295 15,969 3,114 6,931 1,485 3,959 216 15,705 173 ▲ 68 ▲ 30 ▲ 260 ▲ 79 ▲ 264
病院 18.4% 43.8% 9.5% 26.4% 1.8% - 19.8% 44.1% 9.5% 25.2% 1.4% - 1.4% 0.3% 0.0% -1.2% -0.5% -
うち 0 955 190 150 177 1,472 0 851 240 188 158 1,437 0 ▲ 104 50 38 ▲ 19 ▲ 35
診療所 0.0% 64.9% 12.9% 10.2% 12.0% - 0.0% 59.2% 16.7% 13.1% 11.0% - 0.0% -5.7% 3.8% 2.9% -1.0% -

(2)　二次保健医療圏

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 計
県北 424 1,461 283 815 36 3,019 424 1,430 321 815 14 3,004 0 ▲ 31 38 0 ▲ 22 ▲ 15

14.0% 48.4% 9.4% 27.0% 1.2% - 14.1% 47.6% 10.7% 27.1% 0.5% - 0.1% -0.8% 1.3% 0.1% -0.7% -
県西 47 916 102 410 38 1,513 139 826 102 408 38 1,513 92 ▲ 90 0 ▲ 2 0 0

3.1% 60.5% 6.7% 27.1% 2.5% - 9.2% 54.6% 6.7% 27.0% 2.5% - 6.1% -5.9% 0.0% -0.1% 0.0% -
宇都宮 495 2,098 486 1,639 105 4,823 499 2,084 486 1,399 115 4,583 4 ▲ 14 0 ▲ 240 10 ▲ 240

10.3% 43.5% 10.1% 34.0% 2.2% - 10.9% 45.5% 10.6% 30.5% 2.5% - 0.6% 2.0% 0.5% -3.5% 0.3% -
県東 47 529 59 187 44 866 47 491 59 166 44 807 0 ▲ 38 0 ▲ 21 0 ▲ 59

5.4% 61.1% 6.8% 21.6% 5.1% - 5.8% 60.8% 7.3% 20.6% 5.5% - 0.4% -0.2% 0.5% -1.0% 0.4% -
県南 1,887 1,659 541 625 94 4,806 1,964 1,638 517 644 43 4,806 77 ▲ 21 ▲ 24 19 ▲ 51 0

39.3% 34.5% 11.3% 13.0% 2.0% - 40.9% 34.1% 10.8% 13.4% 0.9% - 1.6% -0.4% -0.5% 0.4% -1.1% -
両毛 41 1,291 234 693 155 2,414 41 1,313 240 715 120 2,429 0 22 6 22 ▲ 35 15

1.7% 53.5% 9.7% 28.7% 6.4% - 1.7% 54.1% 9.9% 29.4% 4.9% - 0.0% 0.6% 0.2% 0.7% -1.5% -
計 2,941 7,954 1,705 4,369 472 17,441 3,114 7,782 1,725 4,147 374 17,142 173 ▲ 172 20 ▲ 222 ▲ 98 ▲ 299

16.9% 45.6% 9.8% 25.1% 2.7% - 18.2% 45.4% 10.1% 24.2% 2.2% - 1.3% -0.2% 0.3% -0.9% -0.5% -

2025年における必要病床数2020 年

2019 年

2020 年

2020 年 2020年－2019年

2020年－2019年

2020年－2025年における必要病床数

2019 年

2025年（報告病床数）年－2025年における必要病床数2025年（報告病床数） 2025年における必要病床数



(参考)　2020年vs2025年　(報告病床数)　県全体

 ☆高度急性期

 ☆急性期

 ☆回復期

 ☆慢性期

(参考)　2020年vs2025年　(報告病床数)　二次保健医療圏

特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的
としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又 は
難病患者等を入院させる機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能


急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

3114 床

3073 床

7782 床

7777 床

1725 床

2359 床

4147 床

3972 床

374 床

194 床 244 床

0 床 3000 床 6000 床 9000 床 12000 床 15000 床 18000 床

2020年

2025年

高度急性期 急性期 回復期

424 床

424 床

1430 床

1326 床

321 床

491 床

815 床

669 床

14 床

0 床

88 床

0 床 500 床 1000 床 1500 床 2000 床 2500 床 3000 床

2020年

2025年

県 北

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護移行

139 床

139 床

826 床

807 床

102 床

106 床

408 床

388 床

38 床

19 床
54 床

0 床 200 床 400 床 600 床 800 床 1000 床1200 床1400 床1600 床

2020年

2025年

県 西

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護移行

499 床

503 床

2084 床

2182 床

486 床

776 床

1399 床

1287 床

115 床

47 床
102 床

0 床 1000 床 2000 床 3000 床 4000 床 5000 床

2020年

2025年

宇都宮

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護移行

47 床

47 床

491 床

503 床

59 床

78 床

166 床

206 床

44 床

47 床

0 床 200 床 400 床 600 床 800 床 1000 床

2020年

2025年

県 東

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

1964 床

1919 床

1638 床

1656 床

517 床

641 床

644 床

663 床

43 床

0 床 1000 床 2000 床 3000 床 4000 床 5000 床

2020年

2025年

県 南

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等

41 床

41 床

1313 床

1303 床

240 床

267 床

715 床

759 床

120 床

54 床 0 床

0 床 500 床 1000 床 1500 床 2000 床 2500 床

2020年

2025年

両 毛

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 介護移行



新型コロナウイルス感染症への
対応について

医療政策課

令 和 ３ 年 度 第 ２ 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ８ 月 ２ ０ 日

資料５



栃木県内 新型コロナウイルス感染症に係る検査件数
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栃木県（宇都宮市除く）
県委託分
宇都宮市
市委託分

陽性者数 計 10,328件
（8月15日時点）

検査件数 陽性者数 陽性率

栃木県 27,765 2,240 8.1%
県委託 247,960 4,256 1.7%

宇都宮市 19,636 1,169 6.0%

市委託 73,735 2,663 3.6%

合計 369,096 10,328 2.8%
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栃木県内 新型コロナウイルス感染症に係る発生状況
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・発生件数 10,328件
・退院者数 8,631件

最大新規感染者数
・195人

※グラフは判明日別の件数
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医療提供体制等の負荷

※受入病床数：130床(～5/31)､271床(6/1～）､311床(8/8～)､313床(9/16～) ､317床(12/26～) ､ 333床(1/8～) ､337床(1/14～)､377床(2/1～) ､409床(3/5～)

※重症病床数：受入病床130床のうち21床(～5/31)､受入病床271床のうち41床(6/1～)､ 受入病床311床のうち41床(8/8～)､ 受入病床313床のうち41床(9/16～)､受入病床317床
のうち46床(12/26～)､受入病床333床のうち46床(1/8～) ､受入病床337床のうち46床(1/14～)､受入病床377床のうち46床(2/1～)､ )､受入病床409床のうち46床(3/5～)
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4

R2.11月以降の新規発生患者数と病床使用数の推移

新規発生患者数
（人）

病床使用数
（床）

コロナ医療には通常以上の人員や医療資源が必要です。このため本県の医療提供体制においては、コロ
ナ病床使用率が20％（使用数89床）を超えると急性期医療などコロナ以外の医療に大きな支障が生じか
ねず、更に50％（使用数224床）を超えると医療全体が危機的な状況に陥っていると言えます。

医療全体が危機的な状況

急性期医療などコロナ以外の医療に
大きな支障が生じかねない状況
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R3.8.15 16時現在の患者発生状況

項 目 人 数

累積患者数 10,328人

累積退院者数（死亡者を含む） 8,631人

うち死亡者数 94人

療養者数 1,697人

うち入院者数（入院確定者を含む） 259人

うち重症者数 19人

うち宿泊療養者数 154人

うち施設等療養者数 27人

うち自宅療養者数* 952人

うち入院調整中 305人

*子育てなどの家庭の事情により自宅での療養を行っている方（軽症又は無症状）
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今後の感染拡大に備えた医療提供体制整備

＜見直しの主なテーマ＞
① 一般医療とコロナ医療とのバラン

スを考慮した医療提供体制
② 急激な感染拡大に備えた対応方針
③ 重症者対応力の向上
④ 感染状況等のモニタリング
⑤ その他

1年を超すコロナ対応を振り返
り、本県としてコロナ医療のあり
方について見直しつつ、体制の更
なる充実・強化を図りたい。

令和3年3月18日「緊急事態宣言解除後の新型コロナウ
イルス感染症への対応」（厚生労働省新型コロナウイル
ス感染症対策本部）の概要から抜粋

令和3年３月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス
感染症対策推進本部事務連絡

「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイ
ルス感染症の医療提供体制整備について」

令 和 ３ 年 度 第 1 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ５ 月 ２ ７ 日

資料１
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地域で状況の確認や話し合いを進めていきたいこと

令和3年３月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「今後の感染拡大に備えた新型コロナウ
イルス感染症の医療提供体制整備について」の抜粋（県医療政策課において一部改変）

① 都道府県において検討した地域全体の医療体制のあり方や、それを踏まえ
て設定した地域における最大コロナ病床数、医療機関との個別の調整状況

② コロナ病床の更なる確保のため、地域における役割分担及び連携の徹底、
必要に応じた見直し
• 各医療機関の地域における医療機能を踏まえて新型コロナ患者受入医療機

関の役割分担の明確化、病床・宿泊療養・自宅療養の役割分担の徹底
• 転院支援の仕組み構築
• 認知症のある患者、透析患者、精神疾患や行動障害のある患者、外国人等、
特別な配慮が必要なコロナ患者の受入れ先（施設含め）の役割分担

③ フェーズごとに、コロナ病床確保に伴う地域全体での一般医療への影響に
ついての確認

（補足） 上記について、コロナ患者受入れの有無に関わらず地域の医療機関やその代表が参加して協議を行うこと、ま
た、高齢者施設等の関係者と医療関係者で、クラスター発生時の早期の外部支援、施設で療養継続する場合の支援
の内容についても協議を行い、連携体制を確保すること等も必要。

〔地域で協議を行う趣旨〕 地域全体で人員の確保を行うとともに、一般医療や地域での療
養等に関する役割分担を調整することにより、コロナ医療と一般医療との両立を図りながら、
コロナ医療の対応力を強化することが可能となる。

令 和 ３ 年 度 第 1 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ５ 月 ２ ７ 日

資料１
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第１回会議（5/27開催）でいただいたご意見【栃木県全体に関すること】

 確保病床と実際の受け入れ可能病床に大きな解離がある。病床使用率が低いため、感染しても十分な医

療を受けられると誤解する県民も多数。実際の受け入れ可能病床に対する稼働率を公表すべき。

 「モニタリング→結果の共有→相談の場の設定→それぞれの医療機関や行政機関で反映」このような仕

組みが必要。

 宿泊療養施設においては、状態悪化時に、病床満床のため上位搬送できないケースや、自宅療養中に医

療的な介入が必要になってしまうケースも予測される。宿泊療養施設（ホテル）で医療提供する必要が

出てくる。

 重症病床、中等症病床は必ず空き病床を作っていただきたい。下位搬送できる仕組みの強化に期待。

 患者急増の際には在宅療養者や宿泊療養者が増えるのは明らか。重症化を見落とさないことが大事。

SpO2の測定・モニタリングは有用と思うので、SpO2の測定機器を貸出し、配布を考え測定値のモニタ

リングができる連絡体制を作るべき。

 一般病床を転床していることで 、 救急患者の受け入れ数に影響があるのが現状。

 コロナ受入病院においては、看護師のストレスは大きく、特に変異株の感染者が増大していることによ

り自己への感染の不安が強くなっている。感染症病棟以外の看護師への負担も大きく、見えないストレ

スとなり離職も増えてる。

 回復患者受入医療機関について、具体的な転院方法や医療圏を越えた患者受入に関して、医療機関の間

での合意形成を行っておいたほうが良い。

 病院間で連絡を密に取り合い、情報共有を図るなどの連携強化が必要（特に重症者受入医療機関相互）

であり、特定の病院に負担がかからない医療体制が望ましい。

 宿泊療養も含めた「上り搬送のトリアージ」と「下り搬送の促進」についての検討が今以上に必要とな

る。その中で介護老人保健施設は後者に関して、一定の役割が果たせる場合もある。
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第１回会議（5/27開催）でいただいたご意見【地域に関すること】

【宇都宮構想区域】

 宇都宮市では、呼吸器疾患の対応が弱い病院が多い。

 救急搬送について、重症化して保健所等から搬送が判断されたケースと、不安が先行して自ら救急要請

したケースがある。不安を訴えて救急要請してしまいそうなケースを保健所が認めた場合は、遠隔診療

などで医師が相談を受ける価値があるため、オンラインの活用も検討できる。

 「発熱しているという理由だけで受け入れを断らないでほしい」という意見があるが、PCR検査の普及

も含め、各医療機関での対応をお願いしたい。

 重症化した場合の転院搬送の流れはあるが。実態が不明な点があり、何床どの施設で受け入れがあるの

か等の情報がわからない。

 当院は親子（親+小児、高齢者+介護人等）入院も受け入れており、小児の重症化はまれであるが、小児

が重症化した場合の転院搬送の流れのフローもあれば教えてほしい。

 新型コロナのため、病床を確保することは最優先事項であるが、新型コロナに限らず、非常時の医療提

供体制をどう考えるかが重要。

 （病床使用率について）分母の設定を変更するべきと考えていますが、実際に難しい場合、あるいはこ

れまでの数字の出し方を変更しづらい場合、既存の数字の解釈方法を市民向けに解説することが次善の

策と考えます。
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現在実施されている一般医療等の制限

（内科全般）紹介状のない方の初診の制限

軽微な症状での予約外来受診の制限

一般再診の電話診療処方の依頼（オンライン診療）

一般内科領域患者の入院制限

予定入院患者の一部制限（特に呼吸器疾患（誤嚥性肺
炎や一般的な肺疾患）の患者）

専門的医療を必要としない内科入院患者の受入れ要請

延期可能な外科系手術の延期、手術枠の削減

ICU病床の休床

治療の対象とならないがん患者の受入れ

（R3.8.7通知に対する報告から一部抜粋）
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各種通知

〔入院受入医療機関〕
• フェーズ3の確保病床運用に向けた準備依頼（R3.7.26）
• 下り搬送（コロナ患者及び回復コロナ患者の転院、宿泊療養
への移動）の積極的実施（R3.7.26）

• コロナ医療への重点化依頼（R3.8.5）
• 一般医療を制限する際の報告依頼（R3.8.7）

〔後方支援医療機関〕
• コロナ患者の転院・入院受入に関する意向確認（R3.7.31）

〔入院受入医療機関以外の医療機関〕
• 医療提供体制の確保に向けた協力（R3.8.5）
• 受入病床の確保に関する意向調査（R3.8.12）
• 二次救急患者の積極的受入依頼（R3.8.13）
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●通知の相手方：
救急告示医療機関
（新型コロナウイルス感染症患者の受入医療機関以外）

●通知の概要
• 三次救急を担う新型コロナ受入医療機関においては、二次救急では対応

が困難な重症・重篤な患者の受入れに特化する傾向となる。

• 二次救急を担う新型コロナ受入医療機関においても、二次救急相当患者
の更なる受入れが厳しい状況。このままでは、三次救急・二次救急とも
に大きな影響が生じかねない。

• 救急告示医療機関に対して、三次救急・二次救急を担う新型コロナ受入
医療機関の救急外来を受診した、二次救急相当の患者について、当該医
療機関から転院の受入要請があった場合には、積極的な受入協力を依頼

新型コロナウイルス感染症患者の受入医療機関の救急外来を受診した
二次救急相当患者の積極的な受入れについて（協力依頼）

医政第５７２号 令和３(2021)年８月１３日



新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方①
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）

○ 新興感染症等の感染拡大時には、広く一般の医療提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）

○ 機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項について、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要

医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加

○ 詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難な中、速やかに対応できるよう予め準備を進めておく点が、災害医療と類似
⇒ いわゆる「５事業」に追加して「６事業」に

○ 今後、厚生労働省において、計画の記載内容（施策・取組や数値目標など）について詳細な検討を行い、「基本方針」
（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直しを行った上で、各都道府県で計画策定作業を実施
⇒ 第８次医療計画（2024年度～2029年度）から追加

◎具体的な記載項目（イメージ）

【平時からの取組】
● 感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保

（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）

● 感染拡大時を想定した専門人材の確保等
（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）

● 医療機関における感染防護具等の備蓄

● 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染拡大時の取組】
● 受入候補医療機関

● 場所・人材等の確保に向けた考え方

● 医療機関の間での連携・役割分担
（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等）等

※ 引き続き、厚生科学審議会感染症部会等における議論の状況も踏まえつつ、記載項
目や、施策の進捗状況を確認するための数値目標等について、具体化に向け検討。

◎医療計画の推進体制等

現行の取扱いに沿って、各都道府県に対し、地域の
実情に応じた計画策定と具体的な取組を促す

● 現行の医療法

・ あらかじめ都道府県医療審議会で協議

・ 他法律に基づく計画との調和

● 現行の医療計画作成指針（局長通知）

・ 都道府県医療審議会の下に、５疾病５事業・在宅医療ご
とに「作業部会」、圏域ごとに「圏域連携会議」を設置

・ 作業部会、圏域連携会議、地域医療構想調整会議におい
て、関係者が互いに情報を共有し、円滑な連携を推進

・ 圏域については、従来の二次医療圏にこだわらず、患者
の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設
定

１．新興感染症等の感染拡大時における体制確保（医療計画の記載事項追加）
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（１）地域医療構想と感染拡大時の取組との関係

○ 新型コロナ対応が続く中ではあるが、以下のような地域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっていない。

・ 人口減少・高齢化は着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変化、マンパワーの制約も一層厳しくなる

・ 各地域において、質の高い効率的な医療提供体制を維持していくためには、医療機能の分化・連携の取組は必要不可欠

○ 感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想について
は、その基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

（２）地域医療構想の実現に向けた今後の取組

【各医療機関、地域医療構想調整会議における議論】

● 公立・公的医療機関等において、具体的対応方針の再検証等を踏まえ、着実に議論・取組を実施するとともに、民間医療機関にお
いても、改めて対応方針の策定を進め、地域医療構想調整会議の議論を活性化

【国における支援】 ＊ 各地の地域医療構想調整会議における合意が前提

● 議論の活性化に資するデータ・知見等を提供

● 国による助言や集中的な支援を行う「重点支援区域」を選定し、積極的に支援

● 病床機能再編支援制度について、令和３年度以降、消費税財源を充当するための法改正を行い、引き続き支援

● 医療機関の再編統合に伴い資産等の取得を行った際の税制の在り方について検討

（３）地域医療構想の実現に向けた今後の工程

○ 各地域の検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域に対して支援。

○ 新型コロナ対応の状況に配慮しつつ、都道府県等とも協議を行い、この冬の感染状況を見ながら、改めて具体的な工程の設定（※）に
ついて検討。その際、2025年以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、段階的に取組を進めていく必要がある中、その一里塚と
して、2023年度に各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が進められることから、2022年度中を
目途に地域の議論が進められていることが重要となることに留意が必要。

※ 具体的には、以下の取組に関する工程の具体化を想定
・ 再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証
・ 民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定（策定済の場合、必要に応じた見直しの検討）

２．今後の地域医療構想に関する考え方・進め方

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方②
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）
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医療法の改正に伴う対応等
について

医療政策課

令 和 ３ 年 度 第 １ 回
宇都宮地域医療構想調整会議

令 和 3 年 ８ 月 ２ ０ 日

資料６



良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等
の一部を改正する法律案の概要改正の趣旨

改正の概要

＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等 （医療法） 【令和６年４月１日に向け段階的に施行】

医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始（令和６年４月１日）に向け、次の措置を講じる。

・ 勤務する医師が長時間労働となる医療機関における医師労働時間短縮計画の作成

・ 地域医療の確保や集中的な研修実施の観点から、やむを得ず高い上限時間を適用する医療機関を都道府県知事が指定する制度の創設

・ 当該医療機関における健康確保措置（面接指導、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等）の実施 等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直し （診療放射線技師法、臨床検査技師等に関する法律、臨床工学技士法、救急救命士法） 【令和３年10月１日施行】

タスクシフト/シェアを推進し、医師の負担を軽減しつつ、医療関係職種がより専門性を活かせるよう、各職種の業務範囲の拡大等を行う。

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法） 【①は令和７年４月１日／②は令和５年４月１日施行等】 ※歯科医師も同様の措置

①共用試験合格を医師国家試験の受験資格要件とし、②同試験に合格した医学生が臨床実習として医業を行うことができる旨を明確化。

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の医療計画への位置付け （医療法）【令和６年４月１日施行】

医療計画の記載事項に新興感染症等への対応に関する事項を追加する。

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援 （地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）【令和３年４月１日施行】

令和２年度に創設した「病床機能再編支援事業」を地域医療介護総合確保基金に位置付け、当該事業については国が全額を負担する

こととするほか、再編を行う医療機関に対する税制優遇措置を講じる。

３．外来医療の機能の明確化・連携 （医療法） 【令和４年４月１日施行】

医療機関に対し、医療資源を重点的に活用する外来等について報告を求める外来機能報告制度の創設等を行う。

＜Ⅳ．その他＞ 持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長 【公布日施行】

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域

の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構

想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。
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＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法）

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の

医療計画への位置付け

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援

３．外来医療の機能の明確化・連携
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＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法）

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の

医療計画への位置付け

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援

３．外来医療の機能の明確化・連携
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医療施設の最適配置の推進
（地域医療構想・外来機能の明確化）

■ これまでの我が国の医療は医師の長時間労働により支えられており、今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手
の減少が進む中で、医師個人に対する負担がさらに増加することが予想される。

■ こうした中、医師が健康に働き続けることのできる環境を整備することは、医師本人にとってはもとより、患者・国民に対して提供される
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく上で重要である。

■ 地域医療提供体制の改革や、各職種の専門性を活かして患者により質の高い医療を提供するタスクシフト/シェアの推進と併せて、医療機関
における医師の働き方改革に取り組む必要がある。

医師の働き方改革

【業務が医師に集中】

【労務管理が不十分】

長時間労働を生む構造的な問題への取組 医療機関内での医師の働き方改革の推進

時間外労働の上限規制と健康確保措置の適用（2024.4～）

地域医療等の確保
医療機関が医師の労働時間

短縮計画の案を作成

評価センターが評価

都道府県知事が指定

医療機関が
計画に基づく取組を実施

地域間・診療科間の医師偏在の是正

国民の理解と協力に基づく適切な受診の推進

適切な労務管理の推進

タスクシフト/シェアの推進
（業務範囲の拡大・明確化）

特に救急、産婦人科、外科や若手の
医師は長時間の傾向が強い

病院常勤勤務医の約４割が年960時間超、
約１割が年1,860時間超の時間外・休日労働

【医師の長時間労働】

＜行政による支援＞

・医療勤務環境改善支援センター
を通じた支援

・経営層の意識改革（講習会等）

・医師への周知啓発 等

医療機関に適用する水準 年の上限時間 面接指導 休息時間の確保

Ａ （一般労働者と同程度） 960時間

義務

努力義務

連携Ｂ（医師を派遣する病院） 1,860時間
※2035年度末
を目標に終了

義務
Ｂ （救急医療等）

C-1  （臨床・専門研修）
1,860時間

C-2  （高度技能の修得研修）

患者への病状説明や血圧測定、
記録作成なども医師が担当

36協定が未締結や、客観的な時間管理
が行われていない医療機関も存在

全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、
より能動的に対応できるようにする

医師の健康確保

面接指導
健康状態を医師がチェック

休息時間の確保
連続勤務時間制限と

勤務間インターバル規制
（または代償休息）

質・安全が確保された医療を持続可能な形で患者に提供

労務管理の徹底、労働時間の短縮
により医師の健康を確保する

現状 目指す姿

対策

一部、法改正で対応

法改正で対応



※開始年限は、臨床研修部会等において検討

都道府県による特例水準医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

2024年４月に向けたスケジュール

※審査組織における審査に関する規定は2022年4月施行

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

医師についての時間外労働の上限規制
の適用開始（改正労働基準法の施行）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

 時短計画に基づく取組み
 特例水準適用者への追加的

健康確保措置
 定期的な時短計画の見直し、

評価受審

時間外労働が年960時間以下の医師
のみの医療機関は都道府県の指定不要

特例水準の指定を受けた
医療機関

労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み

連携Ｂ水準 Ｂ水準

Ｃ-１水準 Ｃ-２水準

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定

時短計画案の作成

都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

※時間外労働が年960時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう努
め、
その時短計画に基づく取組（PDCA）に対して都道府県が支援

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

労働時間実績や時短の取組状況を評価

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
Ｃ-１水準

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は2022年4月施行

審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査

連携Ｂ水準

B水準

Ｃ-１水準

Ｃ-２水準

Ｃ-２水準
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＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法）

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の

医療計画への位置付け

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援

３．外来医療の機能の明確化・連携
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診療放射線技師

医師、看護師 医師、診療放射線技師
改正前

改正後

医師、看護師

 ＲＩ検査のために、静脈路を確保し、ＲＩ検査医薬品を投与する行為、投与終了後に抜針及び止血する行為

 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、病院又は診療所以外の場所に出張して行う超音波検査

RI検査医薬品の投与（約1～5分）静脈路確保（約5分） 撮像 抜針・止血（約5分）

臨床検査技師

 超音波検査において、静脈路を確保して、造影剤を接続し、注入する行為、当該造影剤の投与が終了した後に抜針及び止血する行為

改正前

改正後
臨床検査技師

医師、看護師 医師、臨床検査技師 医師、看護師

造影剤の注入（約3分） 超音波検査（約15分） 抜針・止血（約5分）

医師

 静脈路を確保し、成分採血装置を接続・操作する行為、終了後に抜針及び止血する行為

 採血に伴い静脈路を確保し、電解質輸液（ヘパリン加生理食塩水を含む。）に接続する行為

◆ 関係団体（全30団体）から「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリング」を実施
◆ ヒアリングで提案された業務のうち、「実施するためには法令改正が必要な業務」について、「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフ

ト/シェアの推進に関する検討会」において、安全性の担保等の観点から、タスク・シフト/シェアの推進ついて検討。
◆ 下記について、法律改正により、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士へのタスク・シフト/シェアを推進することで合意。

診療放射線技師

医療関係職種の業務範囲の見直し

現行法上、医療機関に搬送されるまでの間（病院前）に重度傷病者に対して実施可能な救急救命処置について、救急外来※ においても実施可能とす
る。

救急救命士

 手術室等で生命維持管理装置や輸液ポンプ・シリンジポンプに接続するために静脈路を確保し、それらに接続する行為
輸液ポンプやシリンジポンプを用いて薬剤（手術室等で使用する薬剤に限る。）を投与する行為、投与終了後に抜針及び止血する行為

臨床工学技士

 心・血管カテーテル治療において、身体に電気的負荷を与えるために、当該負荷装置を操作する行為

 手術室で行う鏡視下手術において、体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラを保持し、術野視野を確保するために操作する行為

※救急外来とは、救急診療を要する傷病者が来院してから入院(病棟)に移行するまで(入院しない場合は、帰宅するまで)に必要な診察・検査・処置等を提供される場のことを指す。

※いずれの行為についても、医師以外が行う場合は、医師の指示の下に行うことが前提
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※労働時間短縮を進める観点からは
可能な限り早期に施行することが
望ましい

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

2024年に向けたタスク・シフト/シェアの見通し

医
師
の
時
間
外
労
働
の
上
限
規
制
の
適
用
（
２
０
２
４
年
４
月
～
）

タスク・シフト/シェアを普及・
推進させるための方策の検討

タスク・シフト/シェアを進める
項目について、関係法令を改正

業務範囲の見直しに伴う
教育・研修について検討

法令改正が必要な業務について

タスク・シフト/シェアを進める
項目について、具体的な教育・
研修の見直しを検討

関係法令・カリキュラムの
改正の施行

時短計画案の作成

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価

※時短計画案は、第三者評価を受審する前までに作成

※第三者評価に関する規定は2022年4月施行

＜労働時間短縮に向けた制度的枠組み＞

タスク・シフト/シェアを
進める項目についての検討

タスク・シフト/シェアを普及・
推進させるための方策の実施
・マネジメント研修
・医師労働時間短縮計画への記載
・評価機能による第三者評価 等

現行制度の下で
実施可能な業務の整理

通知を発出
・実施可能な業務範囲を明確化
・特にタスク・シフト/シェアを進めるべき業務を明確化

タスク・シフト/シェアの進捗状況を定点評価
・臨床研修医等の業務評価

現行制度の下で実施可能な業務について

タスク・シフト/シェア
の実施

※2024年以降も労働時間の削減が必要であることから、2036年を目標に引き続き検討

既資格者への
研修の実施
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医師養成課程の見直し

大学における医学教育の中で重要な役割を果たしている共用試験
について、医師国家試験の受験資格の要件として医師法上位置
づけることとする。また、共用試験の合格は医学生が一定水準の技
能・態度のレベルに達していることを担保するものであることから、共用
試験に合格していることを臨床実習において医業を行うための要件
とする。

１ 医師国家試験の受験資格における共用試験合格の要件化

医学生がより診療参加型の臨床実習において実践的な実習を行う
ことを推進し、医師の資質向上を図る観点から、「共用試験」に合
格した医学生について、医師法第17条の規定にかかわらず、大学
が行う臨床実習において、医師の指導監督の下、医療に関する
知識及び技能を修得するために医業を行うことができることとす
る。

２ 医学生が臨床実習において行う医業の法的位置づけの明確化

○ 医師法第17条により医師でないものの医業は禁じられていると
ころ、医師免許を持たない医学生が大学における臨床実習で行
う医行為については、その目的・手段・方法が社会通念から見て
相当であり、医師の医行為と同程度の安全性が確保される限度
であれば基本的に違法性はないと考えられている。

○ 一方で、大学が行う臨床実習については、診療参加型の実習
が十分に定着しておらず、その要因として、医学生が臨床実習で
行う医行為についての法的な担保がなされていないことが指摘さ
れている。

＜背景＞

＜改正の内容＞

○ 大学における臨床実習開始前の医学生の能力を全国的に一
定の水準に確保することを目的として、公益社団法人「医療系
大学間共用試験実施評価機構」が実施する「共用試験」 （臨
床実習前OSCE、CBT）については、平成17年から正式に実
施され、現在は、全ての医学生が受験するなど、大学における医
学教育の中で臨床実習前に医学生の知識・技能を試験する機
会として確立されている。

＜背景＞

＜改正の内容＞

医学部

６年

生涯教育

２年

入学試験

高等学校

専門医資格取得

臨床研修

３年以上

専門研修診療参加型
臨床実習

医師国家試験
共用試験
（知識・技能の評価）

臨床研修修了

医師の養成課程
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他の診療参加型臨床実習の充実のための取組
(1) 患者の医育機関等へのかかり方
患者自身も共に医師を育てる認識に基づいた、患者の協力が不可欠であり、下記
の点を国民に広く周知する取り組みを行う必要がある。
・ いわゆるStudent Doctorが共用試験に合格し、診療参加型の臨床実習を行
うに足る学生であること。
・ 大学病院はその設置目的に医学生の育成が盛り込まれていること。
・ 将来的な地域医療や総合的な診療能力を持つ医師の確保のため、大学病院
以外の医療機関で臨床実習が行われること。

(2) 診療参加型臨床実習の指導体制
・ 教員等が十分に学生教育に時間を充てることができ、また評価される必要がある。
・ 臨床研修医や専攻医も屋根瓦式に医学生への指導を積極的に行うことが望まし
い。

(3) 医学生が加入する保険
・ 医学生を保護する観点から強く推奨されるべき。

（1）共用試験CBTの公的化
・ 全大学で実施され、項目反応理論などの問題の精度管理の手法や評価手法が確立している。
・ 医学教育でその位置付けは確立されており、医師国家試験の受験要件とする等による公的化に相当する試験である。

（2）共用試験臨床実習前OSCEの公的化
・ 現状の医学教育の中で臨床実習前に技能と態度を試験する機会として確立している。
・ 臨床実習前に一定水準の技能・態度のレベルに達していることを試験することは極めて重要であり、共用試験CBTとともに公的化す
べきである。
・ 模擬患者が重要な役割を果たしており、全国的に取り組む組織の創設や模擬患者に対する研修体制の整備などの検討が必要。

（3）いわゆるStudent Doctorの法的位置づけ
・ 臨床実習開始前の共用試験を公的化することで、一定の水準が公的に担保されることから、実習において医行為を行う、いわゆる
Student Doctorを法的に位置づけることが可能となる。
・ 実施する行為については、指導する医師が適宜、医学生の能力と患者の状態等を勘案して判断すべき。

共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけによる影響
(1)医学教育への影響
・ 臨床実習の診療参加型化の促進につながる。

(2) 医学生(医師)個人への影響
・ 手技等を経験する機会が増加し、手技の比重が高い診療科に対する積極的な効
果により、診療科偏在是正に対する効果が期待される。
・ 臨床研修における負担が一部軽減され医師の働き方改革にも資することが期待され
る。

(3) いわゆるStudent Doctorが診療参加型臨床実習を行う際の患者同意等
・ 同意を患者から得られやすくなることで、診療参加型臨床実習が促進される。
・ 将来的に患者理解が進んだ場合、一般的な処置について、特別な同意取得の必要
なく、診療参加型実習において行うことを可能となることが望ましい。

(4) 地域における実習と地域医療への影響
・ 主体性を持って地域医療を体感することで、将来のキャリアに良い影響が。与えられる
・ 各養成課程の中で現状よりも地域に貢献することが可能となる。

シームレスな医師養成に向けた共用試験の公的化といわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて
医道審議会医師分科会 報告書 概要 (令和２年５月) 

○従来より卒前教育と卒後教育は分断され、連続性が乏しいと評されてきたが、医師が修得すべき知識・技能が増加していることや、プロフェッショナリズム教育の
重要性が増していることなどから、卒前教育においても医学生が診療に参加し、医療現場を中心として一貫して行う必要性が認識されてきた。
〇医学生が診療チームの一員として診療に参加する診療参加型臨床実習の充実のため、医学生の質の担保とその医行為について法的な位置付けが重要。
○今回は、(1)共用試験CBTの公的化、(2)共用試験臨床実習前OSCEの公的化、(3)いわゆるStudent Doctorの法的位置づけについて検討した。
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医療機関の機能別の新型コロナ患者受入実績の有無の割合

35%

66%

10%

9%

5%

45%

24%

30%

25%

16%

20%

10%

60%

66%

79%

ICU等を有する医療機関

三次救急医療施設

二次救急医療施設(三次救急除く)

急性期病棟を有する医療機関

全医療機関

※ 感染症指定医療機関・・・特定・第一種・第二種感染症指定医療機関、平成31年４月１日時点で551医療機関
※ 地域医療支援病院・・・令和２年９月時点で650医療機関
※ 特定機能病院・・・令和２年４月１日時点で86医療機関
※ 小数点以下を四捨五入しているため合計しても100％にならない場合がある.

医療機関の機能別の新型コロナ患者受入実績の有無について

○ 全医療機関のうち21％が、新型コロナ患者の受入実績がある医療機関であった。
○ 感染症指定医療機関のうち87％、地域医療支援病院のうち88％、特定機能病院のうち89％が、受入実績あり医療機関で

あった。

※ 急性期病棟の有無は平成30年度病床機能報告において高度急性期・急性期の機能を有すると報告した医療機関。
※ 三次救急医療施設は「重篤な救急患者の医療を確保することを目的として、都道府県知事が医療法に規定する医療計画等にもとづき救命救急センターとして指定した医療機関」（平成30年度病床機能報告）
※ 二次救急医療施設は三次救急医療施設でないものであって、「救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関として、都道府県知事が医療法に規定する医療計画の内容等を勘案して必要と認定したもの。また、三次
救急医療施設であって、都道府県の医療計画上、二次救急医療施設相当の病院群輪番制病院の指定を受けている場合も含む。」（平成30年度病床機能報告）

※ ICU等は平成30年度病床機能報告で特定集中治療室管理料の実績・救命救急入院料１、救命救急入院料２、救命救急入院料３、救命救急入院料４、特定集中治療室管理料１、特定集中治療室管理料２、特定集中治療
室管理料３、特定集中治療室管理料４、総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児）、総合周産期特定集中治療室管理料（新生児）、新生児特定集中治療室管理料１、新生児特定集中治療室管理料２、小児特定
集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料１、ハイケアユニット入院医療管理料２、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、新生児治療回復室入院医療管理料を算定した実績がある医療機関

救
急
医
療
等

拠
点
機
能

n=7,403

n=4,255

n=2,911

n=645

n=1,015

n=544

n=86

n=304

新型コロナ患者で人口呼吸器又はECMOを使用した患者の受入医療機関 左記以外の新型コロナ患者の受入医療機関 受入実績なし

対象医療機関：
G-MISで報告のあった全医療機関（7,403医療機関）
うち急性期病棟を有する医療機関（4,255医療機関、報告率94％）

二次救急医療施設(三次救急除く)（2,911医療機関、報告率94％）
三次救急医療施設（304医療機関、報告率99％）
ICU等を有する医療機関（1,015医療機関、報告率98％）
感染症指定医療機関（544医療機関、報告率99％）
地域医療支援病院（645医療機関、報告率99％）
特定機能病院（86医療機関、報告率100％）
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対象医療機関：
G-MISで報告のあった全医療機関のうち高度急性期・急性期病棟を有する医療機関（4,255医療機関）

■受入可能医療機関の
うち受入なし公立

■受入実績あり公立
■受入可能医療機関の
うち受入なし公的等

■受入実績あり公的等
■受入可能医療機関の
うち受入なし民間

■受入実績あり民間

ｰ受入可能医療機関のう

ち受入実績ありの割
合

※ 急性期病棟の有無は平成30年度病床機能報告において高度急性期・急性期の機能を有すると報告した医療機関。
※ 公立・・・新公立病院改革プラン策定対象病院 公的等・・・公的医療機関等2025プラン策定対象医療機関 民間・・・公立・公的等以外

公立・公的等・民間別の新型コロナ患者受入可能医療機関及び受入実績の有無等

公立・公的等・民間別の
新型コロナ患者受入可能医療機関数及び割合

○ 受入可能医療機関のうち受入実績がある医療機関の割合は、公的等が91％、公立が82％、民間が80％である。
○ 人口20万人未満の区域では、公立の占める割合が大きい。100万人以上の構想区域では民間の占める割合が大

きく、20万人以上100万人未満の構想区域では公的等の占める割合が大きい。

公立・公的等・民間別の
新型コロナ患者受入可能医療機関のうち

受入実績の有無及び割合

構想区域の人口規模別、公立・公的等・民間別の
新型コロナ患者受入可能医療機関の割合

＜n=1,186＞
＜n=1,200＞
＜n=1,123＞

＜n=345＞
＜n=317＞

＜n=249＞

＜n=75＞
＜n=29＞

＜n=483＞
＜n=263＞

＜n=137＞

＜n=209＞

＜n=434＞

＜n=463＞

＜n=464＞

■受入可能公立
■受入可能公的等
■受入可能民間
□上記以外

ｰ受入可能ありの割合

100万人以上
50万人以上100万人未満

20万人以上50万人未満
10万人以上20万人未満

10万人未満

100万人以上
50万人以上100万人未満

20万人以上50万人未満
10万人以上20万人未満

10万人未満

495
619 593
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新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方①
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）

○ 新興感染症等の感染拡大時には、広く一般の医療提供体制にも大きな影響（一般病床の活用等）

○ 機動的に対策を講じられるよう、基本的な事項について、あらかじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備を行う必要

医療計画の記載事項に「新興感染症等の感染拡大時における医療」を追加

○ 詳細（発生時期、感染力等）の予測が困難な中、速やかに対応できるよう予め準備を進めておく点が、災害医療と類似
⇒ いわゆる「５事業」に追加して「６事業」に

○ 今後、厚生労働省において、計画の記載内容（施策・取組や数値目標など）について詳細な検討を行い、「基本方針」
（大臣告示）や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直しを行った上で、各都道府県で計画策定作業を実施
⇒ 第８次医療計画（2024年度～2029年度）から追加

◎具体的な記載項目（イメージ）

【平時からの取組】
● 感染拡大に対応可能な医療機関・病床等の確保

（感染拡大時に活用しやすい病床や転用しやすいスペースの整備）

● 感染拡大時を想定した専門人材の確保等
（感染管理の専門性を有する人材、重症患者に対応可能な人材等）

● 医療機関における感染防護具等の備蓄

● 院内感染対策の徹底、クラスター発生時の対応方針の共有 等

【感染拡大時の取組】
● 受入候補医療機関

● 場所・人材等の確保に向けた考え方

● 医療機関の間での連携・役割分担
（感染症対応と一般対応の役割分担、医療機関間での応援職員派遣等）等

※ 引き続き、厚生科学審議会感染症部会等における議論の状況も踏まえつつ、記載項
目や、施策の進捗状況を確認するための数値目標等について、具体化に向け検討。

◎医療計画の推進体制等

現行の取扱いに沿って、各都道府県に対し、地域の
実情に応じた計画策定と具体的な取組を促す

● 現行の医療法

・ あらかじめ都道府県医療審議会で協議

・ 他法律に基づく計画との調和

● 現行の医療計画作成指針（局長通知）

・ 都道府県医療審議会の下に、５疾病５事業・在宅医療ご
とに「作業部会」、圏域ごとに「圏域連携会議」を設置

・ 作業部会、圏域連携会議、地域医療構想調整会議におい
て、関係者が互いに情報を共有し、円滑な連携を推進

・ 圏域については、従来の二次医療圏にこだわらず、患者
の移動状況や地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設
定

１．新興感染症等の感染拡大時における体制確保（医療計画の記載事項追加）
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（１）地域医療構想と感染拡大時の取組との関係

○ 新型コロナ対応が続く中ではあるが、以下のような地域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通しは変わっていない。

・ 人口減少・高齢化は着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変化、マンパワーの制約も一層厳しくなる

・ 各地域において、質の高い効率的な医療提供体制を維持していくためには、医療機能の分化・連携の取組は必要不可欠

○ 感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に対応することを前提に、地域医療構想について
は、その基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

（２）地域医療構想の実現に向けた今後の取組

【各医療機関、地域医療構想調整会議における議論】

● 公立・公的医療機関等において、具体的対応方針の再検証等を踏まえ、着実に議論・取組を実施するとともに、民間医療機関にお
いても、改めて対応方針の策定を進め、地域医療構想調整会議の議論を活性化

【国における支援】 ＊ 各地の地域医療構想調整会議における合意が前提

● 議論の活性化に資するデータ・知見等を提供

● 国による助言や集中的な支援を行う「重点支援区域」を選定し、積極的に支援

● 病床機能再編支援制度について、令和３年度以降、消費税財源を充当するための法改正を行い、引き続き支援

● 医療機関の再編統合に伴い資産等の取得を行った際の税制の在り方について検討

（３）地域医療構想の実現に向けた今後の工程

○ 各地域の検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域に対して支援。

○ 新型コロナ対応の状況に配慮しつつ、都道府県等とも協議を行い、この冬の感染状況を見ながら、改めて具体的な工程の設定（※）に
ついて検討。その際、2025年以降も継続する人口構造の変化を見据えつつ、段階的に取組を進めていく必要がある中、その一里塚と
して、2023年度に各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が進められることから、2022年度中を
目途に地域の議論が進められていることが重要となることに留意が必要。

※ 具体的には、以下の取組に関する工程の具体化を想定
・ 再検証対象医療機関における具体的対応方針の再検証
・ 民間医療機関も含めた再検証対象医療機関以外の医療機関における対応方針の策定（策定済の場合、必要に応じた見直しの検討）

２．今後の地域医療構想に関する考え方・進め方

新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた今後の医療提供体制の構築に向けた考え方②
（令和２年１２月１５日 医療計画の見直し等に関する検討会）
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（２）再編計画の認定（税制上の優遇）

○ 複数医療機関の再編・統合に関する計画（再編計画）について、厚生労働大臣が認定する制度を創設

○ 認定を受けた再編計画に基づき取得した不動産に関し、登録免許税を優遇（租税特別措置法により措置）

再編・統合を検討している
複数医療機関

①再編計画を策定 地域医療構想調整会議（各都道府県）

②地域医療構想
調整会議に諮る

③調整会議で協議した
結果を証する確認証

提出された再編計画について、地域医療構想と
整合性がとれているものであるか協議を実施

④厚生労働省へ再編計画を提出
（都道府県を経由）

再編計画が認定要件を満たすか確認

要件を満たす場合に認定

厚生労働大臣（厚生労働省）
⑤再編計画の認定

（１）病床機能再編支援事業を全額国費の事業として地域医療介護総合確保基金へ位置付け

○ 令和２年度限りとして措置された「病床機能再編支援事業（※）」について、消費税財源を活用した地域医療介護総
合確保基金の中に位置付け、全額国負担の事業として、令和３年度以降も実施

※ 地域医療構想調整会議等の合意を踏まえて、病床機能を再編し、自主的な病床削減や病院統合を行う医療機関に対し、財政支援を実施

⑥再編計画を認定した旨を
都道府県へ通知

＜認定プロセス＞

＜改正の背景＞

○ 地域医療構想の実現に向けて積極的に取り組む医療機関に対し、病床機能や医療機関の再編を行う際の課題
（雇用、債務承継、初期投資など）に対応するための支援が必要

＜改正の概要＞

地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援

登録免許税
の優遇
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病床機能再編支援事業費給付金（単独支援給付金）

平成30 年度病床機能報告において、平成30 年７月１日時点の病床機
能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対象
３区分」という。）と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する
計画（単独病床機能再編計画）を作成した医療機関の開設者又は開設
者であった者

① 平成30 年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象
３区分の病床稼働率を乗じた数）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１床当たり下記の表の額を支給

※ 平成30 年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった場合は、平成30年度病床機能報告又は令和２年４月１日時点の
対象３区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、2,280 千円／床を交付

③ 上記①及び②の算定に当たっては、回復期機能・介護医療院に転換する病床数、過去に本事業の支給対象となった病床数及び同一開設者の医療機関
へ融通した病床数を除く。

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、
都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであるこ
と。

② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象３区分の許可病床
数が、平成30 年度病床機能報告における対象３区分として報告された稼働病床数
の合計の90％以下であること。

１ 単独支援給付金
地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であって療養病床又は一般病床を有するものが、病床機能再編（病床数の削減）を実施す
る場合、減少する病床数に応じた給付金を支給する。

支給対象 支給要件

※地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編（経営困難等を踏まえ
た自己破産による廃院）は支給の対象外

支給額の算定方法

→ ①45,600千円 ＋ ②11,400千円 ＝ 57,000千円 の交付18



病床機能再編支援事業費給付金（統合支援給付金）

平成30 年度病床機能報告において、平成30 年７月１日時点の
病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機
能（以下「対象３区分」という。）と報告した病床数の減少を伴う、
支給要件のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関（以下
「統合関係医療機関」という。）の開設者

① 統合関係医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数（対象３
区分の許可病床数に対象３区分の病床稼働率を乗じた数）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１床当た
り下記の表に基づいて算出された額の合計額を支給

※ 平成30 年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった場合は、平成30年度病床機能報告又は令和２年４月１日時点
の対象３区分の稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床数の減少については、2,280 千円／床を交付

③ 上記①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能・介護医療院に転換する病床数を除く。

④ 重点支援区域として指定された統合関係医療機関については、算定された金額に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府
県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。

② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化も含む。）
となること。

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。
④ 令和８年３月31日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機関が計画に

合意していること。
⑤ 統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少すること。

２ 統合支援給付金
地域医療構想の実現のため、複数の医療機関が、病床機能再編（病床数の削減）を実施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関
に給付金を支給する。

支給対象 支給要件

支給額の算定方法

→ ①55,860千円 ＋ ②57,000千円 ＝ 112,860千円 の交付
※補助金の算定の計算には休床分
は含めない
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病床機能再編支援事業費給付金（債務整理支援給付金）

地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続してい
る医療機関であって、統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務
を返済するために金融機関から新たに融資を受けた医療機関（以下「承
継医療機関」という。）の開設者

承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新たに受けた融資に対する利子の総額

ただし、融資期間は20年、元本に対する利率は年0.5％を上限として算定

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、
都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画に
よる統合後に存続している医療機関であること。（「２ 統合支援給付金」の支給対象
であること。）

② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化も
含む。）となること。

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。
④ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から

新たに融資を受けていること。
⑤ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
⑥ 国税、社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。

３ 債務整理支援給付金
地域医療構想の実現のため、複数の医療機関が、病床機能再編（病床数の削減）を実施し統合する場合、当該統合によって廃止となる
医療機関の未返済の債務を、統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に
相当する額に係る給付金を支給する。

支給対象 支給要件

支給額の算定方法
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＜Ⅰ．医師の働き方改革＞

長時間労働の医師の労働時間短縮及び健康確保のための措置の整備等

＜Ⅱ．各医療関係職種の専門性の活用＞

１．医療関係職種の業務範囲の見直

２．医師養成課程の見直し （医師法、歯科医師法）

＜Ⅲ．地域の実情に応じた医療提供体制の確保＞

１．新興感染症等の感染拡大時における医療提供体制の確保に関する事項の

医療計画への位置付け

２．地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組の支援

３．外来医療の機能の明確化・連携
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２．改革の方向性（案）

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行
う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で
基幹的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に
担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
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「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う医療機関について（案）

〇 患者にいわゆる大病院志向がある中で、日常行う診療はかかりつけ医機能を担う身近な医療機関で受け、
必要に応じて紹介を受けて、患者自身の状態に合った他の医療機関を受診し、さらに逆紹介によって身近な医
療機関に戻るという流れをより円滑にすることが求められている。

○ このため、外来機能の明確化・連携に向けた取組の第一歩として、「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)

に着目し、これを地域で基幹的に担う医療機関を明確化することで、患者にとって、紹介を受けて受診すること
を基本とする医療機関を明確化する。

⇒ これにより、病院での外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革にも資する
ことが期待される。

（参考）地域医療支援病院との関係について

○ 地域医療支援病院は、かかりつけ医等への支援を通じて地域医療の確保を図る医療機関であり、紹介患者に対する医療提供のほか、医療
機器等の共同利用、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修の実施等も要件とされている。

○ 現在検討している「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関は、地域における患者の流れをより円滑にする
観点から、特定機能病院や地域医療支援病院以外に、紹介患者への外来を基本として、状態が落ち着いたら逆紹介により再診患者を地域
に戻す役割を担う医療機関を明確化するもの。紹介患者に対する医療提供という観点では、両者の役割は一部重複することとなる。

※ 今後、その機能をより明確にするため、地域連携のあり方等については更に検討。

趣 旨

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)として、基本的に以下の機能が考えられる。その具体的な内容は、
今後さらに専門的な検討の場において検討する。

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）

○ 「医療資源を重点的に活用する外来」(仮称)を地域で基幹的に担う医療機関の明確化については、地域の実
情を踏まえることができるよう、上記の①～③の割合等の国が示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認
することで決定。その方法として、外来機能報告（仮称）（ＮＤＢを活用し医療機関の事務は極力簡素化）で報告。

明確化の方法

医療計画の見直し等に関する検討会資料(令和2年11月19日)
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・外来で医療資源が重点的に活用される医療（例：外来化学療法を行う場合）

・医療資源が重点的に活用される入院医療の前後の外来医療（例：入院で悪性腫瘍手術を受ける場合）

○ 医療資源が重点的に活用される外来医療として、外来化学療法を行う外来や、日帰り手術を行う外来のようなもの
がある。

○ 一方、医療資源が重点的に活用される入院医療を提供する際も、治療前の説明・検査や治療後のフォローアップの
ため、同一の医療機関で入院前後に外来医療が提供される。

○ これらの外来医療を実施する医療機関では、特定の治療等を行うに当たり、地域の実情に応じて集約化を図ること
が効果的・効率的と考えられる①高額等の医療機器・設備や、②特定の領域に特化した知見を有する医師・医療人
材が必要になると考えられる。

医療資源が重点的に活用される外来医療について

イメージ

悪性腫瘍手術
（入院）

治療前の
説明、検査
（外来）

かかりつけ医で
悪性腫瘍疑い
と診断（外来） 安定したら再びかかりつけ医でフォローアップ（外来）

外来化学療法

治療後の
フォローアップ
（外来）

参考 診療報酬における外来化学療法加算
の施設基準の概要

・専用のベッドを有する治療室を保有
・一定の医師、看護師、薬剤師を配置
・緊急時に患者が入院できる体制の確保

悪性腫瘍手術を実施するためには、例えば以下のような設備、人員が必要。
・手術前、手術後の管理を行うために設備、人員ともに充実した入院病棟
・全身麻酔により手術を実施できる手術室
・手術を実施できる経験を積んだ医師、看護師等の医療従事者

第18回医療計画の見直しに関する
検討会（令和２年２月28日）資料２
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